
令和６年度 社会福祉法人タラプ 

法人本部 事業報告 
 
【理念】ロマンとモラル 
 
【基本方針】 
社会福祉法人タラプに係わる全ての人が、心から誇りを持てる組織創りを追求すると同時に、
地域社会の発展に貢献する。 
 

【社是】 
１ 常に、利他であること。 
２ 常に、謙虚であること。 
３ 常に、誠実であること。 
４ 常に、正直あること。 
５ 常に、前向きであること。 

 
 
１.運営方針 
 社会福祉法人はさまざまな環境の変化に直面しているが、当法人においても個々の事業は社会
や経済の情勢へも対応しなければならない状況である。 
タラプは、常に「利用者」を中心に据え利用者の多様なニーズに最適なサービスを提供できる

ことを目指すとともに、働く者が夢を持って業務に取り組み、利用者の支援をより効果的に遂行
できるよう、事業の適切な整備と健全な財務運営に取り組んでいく。 
 
 
２．法人の概要（令和 7年 3月 31日現在） 
（１）法人名     

社会福祉法人 タラプ 
（２）所在地 
   北海道伊達市松ヶ枝町 
（３）役員・委員等の状況 

・評議員 
  定数：7～10名、現員数：8名 

任期：令和 3年 6月 29日年 4月 1日～令和 7年 6月評議員会 
    ・理事 
      定数：6～9名、現員数 7名 
      任期：令和 5年 6月 27日～令和 7年 6月評議員会 

・監事 
定数：2名、現員数：2名 
任期：令和 5年 6月 27日～令和 7年 6月評議員会 

・評議員選任・解任委員会 
定数：5名、現員数：5名 
任期：令和 3年 6月 29日～令和 7年 6月評議員会 

    ・第三者委員 
      定数 2名、現員数 2名 
      任期：令和 5年 6月 27日～令和 7年 6月評議員会 
 
３．評議員会・理事会の開催状況 

（１）評議員会 
   ①令和６年度第１回評議員会 
    開催日時：2023年 6月 25日（火）10：00～（Zoom併用） 
     報告事項 
     （１）各事業の経過報告 
     審議事項 
     （１）令和５年度事業報告並びに決算報告について 

（２）令和５年度第４四半期並びに通年監事監査報告について 
（３）令和６年度第 1次補正予算について 



（４）諸規程の変更について 
（５）監事候補推薦案について    

 
   ②令和６年度第２回評議員会 
    開催日時：2025年 3月 28日（木）10：30～（Zoom併用） 
     報告事項 
     （１）各事業の経過報告並びに第 3四半期（12月 31日）までの各会計収支状況

について 
     （２）令和 5年度第１、第 2、第 3四半期監事監査報告について 
     （３）共同生活援助事業計画の進捗状況について 

審議事項 
（１）令和 6年度第 2次補正予算について 
（２）理事の辞任並びに補欠選任案について 
（３）施設長等の選任及び会計責任者等の変更について 
（４）令和 7年度事業計画並びに資金収支予算及び監事監査実施計画について 
（５）シェアハウス事業について 
（６）諸規定の変更等について 

（２）理事会 
①令和６年度第１回理事会 
開催日時：2024年 6月 6日（木） 10：00～ 
 報告事項 
 （１）各事業の経過報告      

       審議事項 

（１）令和５年度事業報告並びに決算報告について 

（２）令和５年度第４四半期並びに通年監事監査報告について 

（３）令和６年度第 1次補正予算について 

（４）諸規程の変更について 

（５）監事・評議員・評議員選任解任委員候補推薦案について 

（６）評議員会の開催日程と議案について 
     

②令和６年度第２回理事会 

      開催日時：2024年 7月 9日 

       報告事項 

       （１）評議員および監事の選任結果について 

       審議事項 

（１）令和５年度児童福祉施設に係る指導監査結果について 
 

③令和６年度第３回理事会 
開催日時：2025年 3月 21日（木）10：30～（Zoom併用） 
報告事項 

 （１）各事業の経過報告並びに第 3四半期までの各会計収支状況について 
 （２）令和 6年度第 1、第 2、第 3四半期監事監査報告について 
 審議事項（案） 
 （１）令和 6年度第 2次補正予算について 
 （２）理事の辞任並びに補欠選任案について 
 （３）施設長等の選任及び会計責任者等の変更について 
 （４）令和 7年度事業計画並びに資金収支予算及び監事監査実施計画について 
 （５）シェアハウス事業について 
 （６）諸規定の変更等について 
 （７）評議員会の開催日程と議案について 
 

４．監事監査の開催状況 
  （１）監事監査 
    ・令和 5年度第 4四半期監事監査及び令和 5年度通年監査、並びに入所者（児）預り金

監査 
：2024年 5月 28日実施 



    ・令和 6年度第 1四半期監事監査並びに入所者（児）預り金監査 
      ：2024年 8月 29日実施 
    ・令和 6年度第 2四半期監事監査並びに入所者（児）預り金監査 
      ：2024年 11月 21日 
   ・令和 6年度第 3四半期監事監査並びに入所者（児）預り金監査 

      ：2025年 2月 25日 
   ・令和 6年度第 4四半期監事監査及び令和 5年度通年監査、並びに入所者（児）預り金

監査 
      ：2025年 5月 28日 
 
５．評議員選任・解任委員会の開催状況 
  ①令和 6年度第 1回評議員選任解任委員会 
    開催日時：2024年 6月 21日 
    審議事項：大槻美香氏の選任 
 
６．第三者委員会の開催状況 
  ①第 1回第三者委員会 

開催日時：2024年 10月 10日 11：00～ 
報告事項：各事業所（i･boxバウムハウス）の 2023年度事業報告および 2024年度事業

計画と各事業所の苦情や意見箱、事故等の内容説明 
 
７．法人運営 

①法人運営会議の運営 
各施設の事業運営に係る事項についての報告、協議を行うため法人運営会議を毎月開催 

②施設長会議の開催 
各施設の連絡、協議のため施設長会議を随時開催 

③法人本部会議の開催 
法人運営に係る事項についての連絡、報告、協議を毎週木曜日に開催 
また、必要に応じて都度開催 

④内部経理監査の実施 
法人内の経理処理と予算執行状況を確認し、資金管理の健全性と予算管理の的確性を維持 
するため、各施設長と経理部門管理職等による内部経理監査を原則月 1回開催 

 
８．役職員の研修等への参加 
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、オンライン研修等への参加を検討してきたが、結

果として参加することが出来なかった。 
 
９．その他法人運営に関する事項 

①社会福祉事業者事務担当者連絡会の継続 
今般の社会福祉法改定を機に市内に所在する社会福祉事業を営む法人等の事務部門担当者
相互の情報交換、連絡、相談等を行うとともに、相互の親睦を図ることにより各法人等の
円滑な運営に資することを目的に(社福)陵雲厚生会、(社福)伊達コスモス２１、(社福)タ
ラプの 3法人でこの連絡会を平成 29年度にスタートさせて 6年目となった。今年度は新
たに手を NPO法人伊達市つなぐ育成会が加わり、コロナ明けの昨年度に引き続き対面で開
催することができた。 

 
  ②顧問税理士契約 
   平成 31年 2月より収益事業を開始し、また法人の消費税処理が税込から税抜に変更した

こと、法人税や消費税などの専門的な税務知識が必要となったため、令和 2年 2月より税
理士と顧問契約を締結している。そのため、日常的な経理の相談から決算業務などを円滑
に進めていくことが出来るようになっている。 

 
    顧問契約先：鈴木啓一税理士事務所（伊達市網代町 22-3） 
    契約期間 ：令和 2年 2月～ 
 
  ③顧問弁護士契約 
   社会福祉法人には、扱う業務の特性上、行政の対応や、利用者との間のトラブル対応、ま

た従業員の労務トラブル等、法的なトラブルは多岐に渡る。特に最近では、様々なハラス



メントが広がり、「従業員を護る」という視点は重要になってきている。弁護士と顧問契
約を締結することにより、そのようなトラブルを未然に防いだり、トラブル発生時の対応
をサポートしてもらうことが出来ている。 

 
    顧問契約先：伊達噴火湾法律事務所 林正樹弁護士 

（伊達市錦町 100番地 2リードビル 2階） 
    契約期間 ：令和 2年 4月～ 
 
  ④法改正等に伴う取組 

全職員を対象としたハラスメント防止研修を開催した。会場で参加できない職員について
は、Zoomを利用してオンラインで参加出来るようにしたほか、録画を閲覧する方法を使用
した。 
   日程 
    ①令和 6年 6月 11日（火） 10：00～11：30 会場：バウムハウス 
    ②令和 6年 6月 12日（水） 17：00～18：30 会場：i･box 
   講師 
    社会保険労務士 内池 秀樹 （有限会社グランディール 代表取締役） 
 

  ⑤定年制について 
   高年齢者雇用安定法の改正による 2025年 4月からの措置に合わせ、定年を 60歳から 65

歳に変更し、65歳から 70歳までの継続雇用制度を導入した。合わせて、給与規程も定期
昇給停止の年齢の見直しも行い、2025年 4月から施行している。 


